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（午前９時５９分 開会） 

○出口こうじ委員長 ただいまから、文教

上下水道常任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、弘委員を

指名します。 

 それでは、昨日に引き続き、認定第２号

及び認定第３号の審査を行います。 

 答弁を求めます。 

 名古屋課長。 

○名古屋水道施設課長 それでは、１番目

の自己水、大阪広域水道企業団水の割合が、

自己水が減少している中、自己水の製造単

価及び傾向についての質問にお答えいた

します。 

 自己水の製造単価は、太中浄水場にかか

わります人件費、動力費、修繕費と減価償

却費等から試算しております。 

 令和元年度からの傾向といたしまして

は、多少の変動はありますが、ほぼ横ばい

で推移しており、６５円前後になっており

ます。令和４年度の動力費の増加によりま

して、単価が一時的に上昇しました。令和

５年度になり、動力費が下がりましたので、

製造単価も下がりまして、現在６４．７５

円となっております。 

 続きまして、２番目の配水系統ブロック

化の状況と必要性についてお答えいたし

ます。 

 配水系統のブロック化の検討、太中浄水

場と中央送水所の配水系統のブロック化

の検討を令和５年２月に実際に施工をさ

せていただきました。 

 太中浄水場の給水範囲と中央送水所の

給水範囲を府道十三高槻線で区切るとい

う手法になっておりました。仕切弁操作を

行い、作業を行ったところ、何点か課題が

見つかりましたので、作業をやめて、現在

は、元の給水範囲のままとしております。 

 水道水の水の動きというのが非常に分

かりにくいことと、ブロック化に伴う管網

の整備もやっていかないと、なかなか難し

いのではないかという課題が見つかりま

した。 

 現在、構築していますマッピングシステ

ム上で管網解析とかができるシステムに

なっております。システムを活用しながら、

この配水系統のブロック化は、やはりメリ

ットがございますので、必要性はあると思

っております。そういったマッピングシス

テムを活用しながら、今度構築した後、現

状と実際の水圧、水量等々、いろんなもの

をキャリブレーションしていきながら、シ

ステムの管網計算の精度を高めて進めて

いこうと考えております。また、最終的に

ブロック化をしていくには、かなり時間を

要するのではないかと考えております。 

 続きまして、３番目、給配水管布設受託

事業に関してお答えさせていただきます。 

 受託事業の工事請負費は、他事業の移設

工事を請け負う内容になっておりまして、

令和５年度は下水道事業の移設工事２０

０万円と連立事業の移設工事、約７００万

円を想定しておりました。下水工事による

移設が必要なくなり、２００万円が減にな

りました。また連立は７００万円程度で発

注をかけさせていただいたんですが、施工

途上で阪急電鉄との協議の中で、撤去範囲

が削減になり、阪急電鉄側で撤去していた

だけるようになりましたので、執行率が５

７．９％となっております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 井上副理事。 

○井上上下水道部副理事 それでは、４番

目のガランド水路における水質分析業務

にお答えいたします。 

 ガランド水路におきましては、中央水み
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らいセンターの処理水を修景用水として

利用しております。修景用水の水質基準に

つきましては、国土交通省からも、下水処

理水の再利用に当たっての基準が示され

ております。その中には、生物化学的酸素

要求量（ＢＯＤ）と浮遊物質量（ＳＳ）と

いった水の汚れの度合いや大腸菌などの

項目もございます。このような項目をガラ

ンド水路では年４回採取して、水の水質分

析を行っております。 

 続きまして、５番目、下水道使用料に関

しまして、事業所等で上水道以外の水が排

水されるところでのメーター設置がどの

程度あるかという質問です。 

 工業用水や井戸水など、本市の水道水以

外を使用されている事業所では、公共下水

道への排水量を計るメーターを設置して

いただき、それぞれの事業所からの排水量

の報告を受けております。 

 令和５年度末では、工業用水や井戸水な

どの水道水以外の水を使用し、排水量の報

告を受けている事業所は、１５か所ござい

ます。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 小堀課長代理。 

○小堀料金課長代理 ６番目の水道料金

徴収等業務及び宿日直業務の包括委託に

ついて、業務の変化と、引き継ぎについて

お答え申し上げます。 

 まず、令和５年４月から、包括委託は開

始しております。それまで検針業務、開閉

栓業務、宿日直業務につきましては、それ

ぞれの業者に委託をし、残りの窓口収納業

務を本市直営の職員で行うという体制で

ございました。 

 包括委託後の業務の変化につきまして

は、土日祝のお客様窓口の営業、また営業

時間の延長も行うようになりました。 

 業務内容の変化と言いますか、業務内容

のさらなる充実という点において、変化が

あったものではないかと考えております。 

 具体的に、２例ほど申し上げます。まず

１点目は、検針員が現地で検針をしていた

だいた際に、水量が前回よりもかなり増加

している場合などは、水が出っ放しになっ

ているのではないかというお声かけもさ

せていただいております。また思い当たら

ないという方については、水道設備等の漏

水が考えられますので、一度、水道業者に

見ていただいたらいかがですかというお

声かけもさせていただいております。 

 逆に、水量が極端に少ない場合は、安否

確認にもつなげていっていただいており

ますので、内容の充実をしていただいたと

思います。 

 ２点目ですが、水道料金の納付がないお

客様につきましては、督促状を発送してお

ります。督促においては、督促状を発送し

たというだけで、終わりではなく、長期の

滞納や金額の増大によって、給水の停止に

つながらないように、電話や訪問によって、

納付交渉を行っていただいております。 

 令和５年度で電話と訪問による督促を

行っていただいていた件数ですが、年間で

７，２１５件、これは１か月に直しますと、

６００件を超えるものになっております。

よりきめ細やかなサービス内容の充実を

していただいているものと考えておりま

す。 

 次に、引き継ぎについてです。令和５年

度からの包括委託業者は、他市での水道事

業運営の実績がございます。そういった点

におきまして、本市の水道事業の現状把握

についても、これまでの経験に基づいた知

識、またノウハウやスキルといったものを

持っておられます。引き継ぎを含めまして、
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おおむねスムーズに業務がなされたので

はないかと考えています。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 弘委員。 

○弘豊委員 昨日に引き続いて、質問をさ

せていただきます。 

 要望でとどめる部分も多いかとは思う

んですけれども、よろしくお願いいたしま

す。 

 １番目、自己水の単価の分です。お答え

の中では、この間、増えてきたけれども、

電力の部分は、物価高騰の国の補助などが

あって、令和５年度は一定おさえられたと

いうことだと思うんですけれども、今後の

見通しでいくと、増加傾向になるかと感じ

ました。 

 一方で、大阪広域水道企業団は、規模も

大きくて、一定スケールメリットもあって、

受水費等は抑えられている部分もあるか

と思うんです。この受水費の金額について、

単価が分かるようだったら単価とその差

を教えていただけたらと思います。 

 それと、今回２号井戸をＰＦＯＡの影響

で止めている中で、水の汲み上げ量が減っ

ています。影響は、昨日聞いた中では、９

０万円で、その程度かと言いましたけれど

も、おおよそ１００万円近くです。去年は

８月から止めていて、今年は４月からずっ

と止めていますから、やはり影響は、一定

大きいと思います。今後のことも、しっか

り考えていく必要があると思って、聞かせ

てもらいました。２回目は、さっき申し上

げました、単価の差を改めてお聞かせくだ

さい。 

 ２番目にお聞きしました給水、配水エリ

アの部分です。施工は去年２月ということ

でしたので、年度で言ったら少し空いてし

まったとも思いました。ただ以前から、こ

の取組をやられていってたはずやのに、ど

うなっているのかと少し思いましたので、

お聞きしたんです。本委員会の委員も一昨

年と比べたら、変わっている部分も一定あ

りますので、メリットと言われた部分の認

識を、改めて聞いておきたいと思います。 

 ３番目、受託事業の給配水管の部分で、

執行率がおよそ６割弱の説明は分かりま

した。連日の事業は、長期にわたって続い

ていくんですから、今、いろんな工事をさ

れていっていると思います。一定、遅延な

くされているとお聞きしましたので、安心

しました。また必要がなくなってコストも

浮いたことは、よいことだと思いますので、

確認で聞かせていただいたので、この点は

結構です。 

 次に、４番目、ガランド水路の関係で、

水質分析のお答えを聞きました。 

下水道法の中で必要な調査はやられて

いますということでした。汚れの度合いと

か、安全性の部分でやられているというこ

とだと思うんです。 

 この点については、先日の本会議の一般

質問で増永議員が言っていたみたいに、大

阪広域水道企業団の中央水みらいセンタ

ーから送られてくる水の中で、過去に一定

ＰＦＯＡ濃度が高かった時期があるのは、

明らかやと思うんです。世界的に見ても、

日本国内で一番濃い濃度の排水が流れて

いたということなので。 

 ただ、現状はダイキン工業株式会社では

処理もしていると思うんです。だから現在

は、危険な状態で流れているとは思わない

一方で、原因が分からない中で、太中浄水

場の水の濃度が非常に高まっている。もし

かしたら一つの原因かもということもあ

る中で、過去の分まで調べることができな

くても、現在は安全だっていうことをお示
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しいただく点でも、年４回採取しているう

ちの１回でも、検査することができないか、

一度検討をしていただけたらと思うんで

すけれども、いかがでしょうか。お願いし

たいと思います。 

 次に、５番目、下水道使用料のメーター

についてです。 

今お聞きして、工業用水や井戸水で、つ

けられているのが１５か所は、結構少ない

なと感じたんです。事業年報とか事務報告

書とかでは、触れられていないもんで、

時々、決算のときとかに、大口需要者のと

ころでの多かった、少なかったみたいなこ

とが、説明の中で触れられることがあるじ

ゃないですか。そういうのがどこなのか気

になる部分ではあるんです。 

 この令和５年度に至って言えば、先ほど

も申し上げました、ダイキン工業株式会社

が敷地内の土壌の改良と言いますか、汲み

上げた水を活性炭で浄化して流していく

っていうことをやり始めているとお聞き

します。その量が結構大きいんじゃないの

かと思うんです。そういう影響が、入って

くる金額とのところで、大きく増えていた

りしているのかと感じます。気になる部分

ではあるんで、あまり特定のところの水量

を聞くのは、適切ではないかと思うんです

けれども、分かるように検討してもらえた

らと思います。お答えは結構なので、また

今後の課題として、検討してもらえたらと

思います。 

 ６番目に、料金課窓口の包括委託にかか

わっての部分です。 

引き継ぎの業務等々も大変な部分があ

ったのか、そうでもなかったのかが、見え

にくいところではあるんです。包括委託の

議論が本委員会でされていた際にも、当初、

初年度で言ったら、それほど金額が下げら

れることではないということだけれども、

継続して続けていく中で、メリットも出て

くるということだったかと思うんです。当

面、料金課の職員の問題だったり、私もい

ろいろと大丈夫かと心配していた部分も

あるんです。スムーズにやられていってい

ると聞いて、しっかりと進めていってもら

えたらと思います。 

 また、収納業務にかかわっては、これま

でも意見を申し上げてきた部分もあるか

とは思うんです。事務的な流れだけではな

くて、市民とつながる一つの窓口ではある

ので、働きかけと併せて、いろんな水道、

下水道にかかわる啓発の部分もお願いし

ます。もちろん広報ではやるけれども、他

市でも、よく封筒の中にいろいろと書かれ

ていたりとかもあったりするので、よその

団体のノウハウとかが入ってくるんだっ

たら、こんなことができましたという報告

ができることもあれば、またお願いしたい

と思います。 

 これも結構です。 

○出口こうじ委員長 名古屋課長。 

○名古屋水道施設課長 それでは、１番目、

受水費の単価について、お答えさせていた

だきます。 

 大阪広域水道企業団からの受水費の単

価は、令和５年度は７２円となっておりま

す。こちらの単価は、平成３０年度からず

っと据え置きで７２円となっております。 

 続きまして、２番目、配水系統のブロッ

ク化のメリットについて、お答えさせてい

ただきます。 

 ブロック化を行うことで、災害時や断水

などの事故が起こったときに、断水範囲を

早期に復旧できるということと、断水にな

る地域を少なくできるというメリットが

あります。 
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 また、日々の配水量の管理が、比較がし

やすくなり、配水量の増減が分かります。

例えば配水量が急激に増えれば、漏水が起

きているかも知れないという想定もでき

るというメリットがございます。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 井上副理事。 

○井上上下水道部副理事 それでは、ガラ

ンド水路のＰＦＯＡの調査のお問いにお

答えいたします。 

 ガランド水路に流れる水につきまして

は、修景用水でございます。現地でも、こ

の修景用水は飲まないように、また手に触

れた場合には、手を洗っていただくように

啓発の看板も上げさせていただいており

ます。 

 そういった中、利用者が摂取してしまう

可能性は極めて低いと考えておりますが、

継続して啓発はさせていただくとともに、

先ほどもございましたように、下水道法等

で、この修景用水について、ＰＦＯＡの基

準がございませんので、水質分析は考えて

おりません。しかし、今、大阪府の環境部

局になりますが、令和３年にガランド水路

の放流先である大正川、安威川の合流直前

で測られております。本会議でもお答えさ

せていただいたように、一定、落ちついた

濃度になっております。今後もこの検査に

つきましては、水質検査計画に入れて、今

後も何年かに一度やっていくことは、大阪

府の確認を取らせていただいております

ので、水質調査の結果を注視してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 弘委員。 

○弘豊委員 そしたら、３回目になります

ので、ほぼ要望にとどめておきたいと思う

んです。大阪広域水道企業団の受水費の部

分で言ったら、今言われたように、特段値

上げをすることは、今のところないのかと

は思っています。将来的には、どうかは分

かりませんけれども。 

 ただ、この間のいろいろと太中浄水場で

は、動力も薬品費も上がってきている中で、

逆転してしまうような時期が、もしかした

らあるかもと、お話を聞いている中で、感

じました。これまで太中浄水場を維持して

いくメリットは、コストの面と水源が一本

化っていう、一つだけよりも、複数ちゃん

と持っておくことが必要ともおっしゃっ

ていました。そういったことで言うと、太

中浄水場を維持していくためのいろいろ

な手だても考えていかないといけないと

思います。ＰＦＯＡ問題で６本の井戸のう

ちの１本が今、止まってしまっています。

もしほかの井戸も高まってきたら止める

のかという議論もあったじゃないですか。 

 また、２号井戸だって、今、汲み上げて

いる場所、つまり地下水の水域では復旧し

づらいので、さらに深く井戸を掘り進めて

いって、水質改善が図れるのかどうか、い

ろいろ検討していく必要はあると考えて

おります。 

 今後、このままずっと手を打たないでい

ると、そのうち大阪広域水道企業団１本に

なってしまうと懸念材料であったので、お

聞きしました。引き続き、摂津市上下水道

ビジョンとか経営戦略の中でも、検討して

もらっている中身やと思うので、１２月の

協議会のときに、聞けたらと思います。こ

の点については、以上にしておきます。 

 それと、配水系統の問題で、災害時も含

めて、メリットがあるということですが、

課題がいろいろと出てきていると思うん

です。見通しを持って、いつまでにやると

お示しできるように取り組んでいってい
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ただけたらと思いました。去年の２月ごろ

で、いろいろと動きがあったのに事務報告

書を見たら、あれっと思いました。その点、

またお願いしておきたいと思います。 

 あと、ガランド水路の水質の問題です。

現在、大正川に合流するところで測ってい

るから、今の状態は把握していますという

ような答えやったと思います。 

 ただ、市民の皆さんもこの間いろいろと、

不安に感じる部分は、よく分からないから

ということが一つにはあると思うんです。

太中浄水場の井戸の水の濃度が高くなっ

た。何でなんだろうというときに、原因が

分かればすっきりするのに、分かんないと

いうことが不安材料になってくると思い

ます。ガランド水路の水だって、飲み水じ

ゃないし、一定さっき言われたみたいに、

汚れや大腸菌は測っている。その水を手か

ら口や粘膜に触れると、支障を来すことが

あるかも知れないってことじゃないです

か。手洗いや飲んだら駄目っていうことは、

もちろんある中で、一定問題になっていま

す。その問題も１回測って大丈夫と分かっ

たら、担当も言うていけると思います。法

律上、定期的にやらないかんっていうこと

は、もちろんないと思っています。その点、

また考えてもらえたらということで、お願

いしておきます。 

 私からは、以上です。 

○出口こうじ委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 私からは、１０点質問を

させていただきます。 

 まず、決算概要１７２ページ、１７３ペ

ージの受水槽の管理、啓発の取組について、

一般事務事業の補償金の決算額がゼロ円

です。補償する案件がなかったということ

だと思うんですけれども、今まで補償する

ような事象は、どのようなものがありまし

たでしょうか。 

 ２番目です。検定満期量水器の取替えに

ついてです。令和５年度の取替え実績を教

えてください。量水器の数は大変多いと思

いますが、管理方法はどうされているので

しょうか。 

 ３番目です。太中浄水場の揚水能力につ

いて、決算概要１７０ページ、１７１ペー

ジになります。井戸洗浄作業委託料ですが、

こちらの井戸の揚水量、近年の推移、傾向

を教えてください。 

 ４番目です。配水管整備事業です。決算

書の２７ページ、決算概要１８０ページ、

１８１ページです。配水管整備の実績と老

朽化率が高くなっている中で、工事箇所、

そして更新する場所はどのように選定さ

れているか、お聞かせください。 

 ５番目です。防災対策の取組についてで

す。決算書３９ページ、決算概要１７６ペ

ージ、１７７ページです。 

 令和５年度における非常用飲料水袋な

ど、災害用資材の確保についての実績はど

うなっているか。更新サイクルについても、

併せてお聞かせください。 

 次に、６番目です。水道料金等収納事業

についてです。決算書３８ページ、決算概

要１７４ページで、１７５ページです。 

 令和５年度は、水道料金等収納事業にお

いて、オンライン化の取組がされたと思い

ます。そのメリットについて、お答えいた

だけるとありがたいです。 

 次に、７番目です。水洗化の啓発につい

てです。 

 委員で触れられた方もいらっしゃいま

したが、令和５年度の水洗化啓発取組と実

績について、詳細をお聞かせください。 

 ８番目です。下水道施設の適切な維持管

理について、決算概要１９４ページになり
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ます。 

 令和５年度の管路や汚水マンホールポ

ンプの維持管理の実績について、教えてく

ださい。 

 次に、９番目です。水防法が改正された

と思うんです。それにより、浸水想定の見

直しが発生したかと思います。決算概要１

９４ページ、公共下水道整備事業に関連し

ているかと思いますが、水防法改正の内容

について、まずは、お聞かせください。 

 １０番目です。マンホールトイレについ

てです。決算概要１９４ページ、公共下水

道整備に当たると思うんです。マンホール

トイレの令和５年度の設置状況について、

まずは１回目お聞かせください。 

○出口こうじ委員長 名古屋課長。 

○名古屋水道施設課長 １番目、受水槽の

管理における補償金はどのような事象か

というお問いにお答えさせていただきま

す。 

 水道の配水事故や水道施設、主に管路で

すが、管路の工事の中で発生した水道水の

濁りによって、汚れた受水槽の清掃費用を

補償するお金として、補償金を支出してお

ります。令和５年度は、該当する事象はご

ざいませんでしたので、補償案件ゼロとい

う報告をさせていただいております。 

 続きまして、２番目、検定満期量水器の

取替えの実績についてお答えさせていた

だきます。 

 令和５年度の取替え件数は、２，６１２

件となっております。量水器の数は、市内

全体で３万４，５３３個を管理しておりま

す。こちらは、計量法によりまして、８年

以内に一度、検定し直さないといけない、

取替えをしないといけないと法律でなっ

ております。そのため、不備がないように、

今、料金システムに取り替えた時期の情報

を全て載せており、システムで管理してお

ります。 

 続きまして、３番目、太中浄水場の揚水

能力につきましてです。 

 近年の推移と傾向でお答えさせていた

だきます。自己水の量は、令和５年度で２

０７万９，０９０立方メートルになってお

り、令和４年度と比べると、約２６万立方

メートル減少している状況です。 

 昨日からの質問でありましたとおり、８

月に２号井戸を停止した理由と残り５本

の井戸の能力の低下及び井戸の洗浄時の

点検によって、減少しているものでござい

ます。 

 続きまして、４番目、配水管整備工事の

施工場所の選定方法について、お答えさせ

ていただきます。 

 まず、実績としまして、口径７５ミリか

ら３００ミリの管路を延長２，８９６メー

トル布設替えしております。選定方法は、

基幹管路を中心に考え、経年管、過去の漏

水実績等を踏まえまして、あとは昨日も言

いました重要施設、避難所、基幹病院に係

る経路を考慮しまして、場所は選定してお

ります。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 浅尾課長。 

○浅尾経営企画課長 それでは、５番目の

防災の取組と実績のお問いです。 

 まず、実績としまして、令和５年度に、

備消耗品費として、災害用備蓄水を約５，

０００本購入いたしまして、年度末での在

庫数は約２万８，０００本となってござい

ます。非常用飲料水袋は、現状、目標数の

６，０００袋確保しておりますけれども、

今年度以降、毎年度更新していくこととい

たしております。 

 更新サイクルのお問いがございました
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けれども、災害用備蓄水が５年、非常用飲

料水袋が１０年となっております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 小堀課長代理。 

○小堀料金課長代理 それでは、６番目の

令和５年度の水道料金等収納事業におい

て、オンライン化のメリットについて、お

答えさせていただきます。 

 本市の水道のポータルサイト経由で、水

道の開閉栓の申込みができます。また、ポ

ータルサイトに会員登録することで、イン

ターネット環境があれば、いつでもどこで

もお客様自身で使用水量の情報を見るこ

とができます。その他、各種請求書であっ

たり、送付先の変更手続もオンラインで行

えるようになっております。また、令和６

年４月からは、クレジットカードによる継

続払いの申込みができるようになってお

ります。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 井上副理事。 

○井上上下水道部副理事 それでは、７番

目の水洗化の啓発について、令和５年度の

取組と実績にお答えいたします。 

 令和５年度は、環境政策課が戸別訪問で

実施されております浄化槽管理の啓発に

併せまして、水洗化の意向を聴き取りなが

ら、下水道への接続替えの啓発を継続して

行っております。 

 令和５年度は、鳥飼下、南別府町、香露

園、昭和園、新在家、鳥飼和道、鳥飼西、

鳥飼新町と、市内の広範囲にわたりまして、

計１４０件の啓発を行っております。また、

令和５年度までの過去の啓発対象者から

の下水道への切り替え工事の申請件数は、

２９件ございまして、前年度と比較すると、

１１件増加している状況でございます。 

 続きまして、８番目の下水道施設の維持

管理についてお答えいたします。 

 公共下水道改築更新事業におきまして、

管渠のテレビカメラによる点検調査を１

８．８キロメートル、マンホールの目視調

査及び蓋の点検を８７２か所実施してお

ります。こういった点検調査の中で、管渠

及びマンホールの内部の状況を把握して

いるところでございます。 

 また、公共下水道管理事業において、下

水道管路のしゅんせつも実施しており、令

和５年度の実績としては、管路しゅんせつ

を１８回実施しております。また、テレビ

カメラによる点検も２回実施しておりま

して、管内の堆積物をしゅんせつし、管路

の清掃を行っているところです。このほか

に、市内７か所の汚水マンホールポンプで

は、年１回、マンホールポンプの引き上げ

点検を行っております。 

 ９番目の水防法の改正内容について、お

答えいたします。 

 水防法の改正につきましては、内水浸水

想定区域図に係る内容でございます。内水

浸水想定区域図は、下水道管や水路から水

があふれて、内水氾濫が発生した場合の浸

水想定を表した地図でございます。現在の

ものにつきましては、平成２５年度に既往

最大降雨、時間当たり１１０ミリの雨を基

に作成されておりますが、令和３年に水防

法が改正され、本市におきましては、想定

最大規模降雨、時間にしまして、１４７ミ

リの内水浸水想定区域図を作成し、公表す

ることとなっております。 

 続きまして、１０番目のマンホールトイ

レの令和５年度の設置状況について、お答

えいたします。 

 令和５年６月に策定しました摂津市下

水道総合地震対策計画に基づきまして、令

和５年度から令和９年度にかけて、災害時
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に避難所となる市内の小・中学校、１５か

所に各１０基のマンホールトイレ設置を

予定しております。 

 令和５年度は、第一中学校、第三中学校、

第四中学校に設置しております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 回答ありがとうござい

ました。 

 １番目、受水槽の清掃費補償金がゼロ円

だった件について、説明ありがとうござい

ました。 

 市に原因がある場合には、補償金を出す

ということですけれども、受水槽管理は管

理者が対応しなければならないと思いま

す。 

 令和５年度において、受水槽管理の問い

合わせがゼロ件とありましたが、管理者の

管理になりますので、こちらからの啓発が

必要になってくると思います。過去の問い

合わせ事例があれば、一緒に教えてくださ

い。 

 引き続いて、２番目です。量水器取替え

についてです。８年に１回の交換って、微

妙な単位なんですけれども、料金システム

に管理の情報を入れているということで、

安心しました。 

 取替えの際の、市民への働きかけや周知

方法について、お伺いいたします。 

 次に、３番目です。太中浄水場の揚水能

力について、徐々に低下しているというこ

とです。揚水力アップのために、どのよう

な取組を行っているか、お聞かせください。 

 ４番目の経年年数や過去の漏水実績か

ら場所を選定しているということです。第

３回定例会でもＡＩを活用した漏水調査

について、村上委員からも質問があったの

で、こちらを併せて、しっかりと配水管整

備事業を進めるようにお願いして、要望と

しておきます。 

 ５番目です。災害用備蓄水が５年、非常

用飲料水袋が１０年ということで、理解い

たしました。しっかり防災対策していただ

いているということです。消防は、他市と

連携してるんですけれども、水道は広域訓

練について、令和５年度、どのような取組

があったのか、お聞かせください。 

 ６番目、水道料金等収納事業について、

オンライン化で時間を関係なく、インター

ネットでできるということです。市民サー

ビスとしては向上したかと思います。また、

クレジット決済も始まったと思うんです

が、利用者数とクレジット決済のメリット

について回答をお願いします。 

 続いて、７番目の水洗化について、増え

たということで、よかったと思います。案

内をして、その年に起こるわけじゃなく、

何年か案内した後、考えて、工事されると

いうことです。引き続き、まだ水洗化され

ていないところに働きかけをお願いした

いと思います。こちら要望としておきます。 

 ８番目です。マンホールポンプの件でご

ざいます。 

 大阪市内で１１月上旬に、下水道のポン

プが爆発する事件がありまして、市民の方

が不安に思われたと思います。摂津市内で

そのようなガスが堆積するような施設は

ないか。また、対策を講じられているかど

うか。市民の安心・安全のため、お聞きし

たいと思います。 

 ９番目です。水防法の改正によって、地

図を作成し直すということがあったと思

います。令和５年度の具体的な取組につい

て、お聞かせください。 

 １０番目です。令和５年度はマンホール

トイレを第一中学校、第三中学校、第四中
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学校に設置ということでした。令和６年度

以降の設置計画について、お聞かせくださ

い。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 名古屋課長。 

○名古屋水道施設課長 １番目の啓発活

動の内容と過去のお問い合わせ事例にお

答えさせていただきます。 

 受水槽の管理の啓発は、ホームページの

みで行っております。過去にも問合せがあ

まりございませんので、記録が残っており

ませんでした。想定としては、受水槽利用

者から、水質に関する問合せがあり、そこ

にひもづいて、水質を検査すると、受水槽

に原因があると分かった場合に、受水槽管

理者に、清掃してくださいと啓発を行うと

いう事例が考えられますが、今のところ事

例がございません。 

 続きまして、２番目、量水器取替えのと

きの市民への働きかけ等にお答えさせて

いただきます。 

 量水器を取り替える際には、一度、取替

えしますという通知のチラシを配布しま

す。１軒、１軒配布して、その後、入る時

期等の確認を管理者の了解を得てから取

替えをしている状況になっております。 

 続きまして、３番目の太中浄水場の揚水

力向上の取組にお答えさせていただきま

す。 

 令和５年度は、３号井戸の洗浄作業を行

い、揚水力の向上、維持に努めているとこ

ろでございます。 

 続きまして、５番目、防災関係の他の事

業体との連携した訓練の実施状況につい

て、お答えさせていただきます。 

 毎年、１０月ぐらいに大阪府と日本水道

協会による合同主催の大阪府域水道災害

対策合同訓練に参加しております。こちら

は２日間の日程で行われており、１日目は

府内全域の情報伝達訓練になっておりま

す。２日目が府内の２拠点を決めて、給水

応援に行くという訓練になっております。 

 令和５年度は、藤井寺市で実地訓練があ

り、参加させていただいております。また、

昨年度、吹田市が実施される訓練に摂津市

も参加する予定でしたが、能登半島地震が

ありましたので、中止になって参加できま

せんでした。今年度もやるということなの

で、訓練に参加させていただいて、昨日、

松本委員からも言われていた受援訓練と

いう形で参加したいと考えております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 小堀課長代理。 

○小堀料金課長代理 それでは、６番目の

水道料金等収納事業のクレジット決済に

ついて、お答えをさせていただきます。 

 クレジット決済の申込みは令和６年４

月から開始し、９月末までに登録の申込み

をされたお客様は８６７世帯となってお

ります。クレジット決済のメリットにつき

ましては、現金で納付する必要がない、ア

プリ決済と同様、時間と場所を選ばすに、

納付の手続が行えます。 

 クレジット決済導入にかかりました費

用や決済手数料は、確かにコストがかかっ

ておりますが、今後もお客様のニーズに応

えた、多くの納付方法が選択できるように

努めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 名古屋課長。 

○名古屋水道施設課長 １番目の２回目

の答弁に追加させていただきます。 

 受水槽の管理は、受水槽の容量によって

啓発、管理する部局が違い、私ども水道施

設課と環境政策課で管理しております。水

道施設課で管理する受水槽に該当するの
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であれば、当課で啓発しますが、それ以外

の受水槽につきましては、環境政策課と連

絡をとって啓発を行います。 

○出口こうじ委員長 井上副理事。 

○井上上下水道部副理事 それでは、８番

目の下水道施設の中で可燃性ガスが停滞

するような施設がないのか。また、対策を

講じているかにお答えいたします。 

 下水道施設は、排水される汚水が滞留す

ることで、可燃性ガスが発生、停滞いたし

ます。管渠は、流れる下水の流量に応じて、

必要な管径、勾配を確保しておりますので、

一定の流速で汚水が流れるよう設計され

ております。日常の維持管理におきまして

も、管渠の詰まりが発見されたときには、

即座にしゅんせつ、清掃を実施して、機能

の回復を図っております。 

 また、先ほど申し上げました、汚水のマ

ンホールポンプも、マンホール内に一時、

汚水を貯留します。マンホール内のポンプ

において、一定の時間で排水して、全て中

の汚水は排除するという構造になってお

り、その中に長時間、汚水が停滞するとい

う状況にはございません。 

 また、マンホールポンプも、年１回、保

守点検をやっておりますので、汚れ等が認

められた際には、その段階で清掃作業に入

らせていただくという状況でございます。 

 続きまして、９番目の水防法に係る改正

に伴い、令和５年度どのような取組がなさ

れたかでございます。令和５年度の取組と

いたしましては、具体的にはございません

が、今年度、想定最大降雨による内水浸水

想定区域図の作成を鋭意進めているとこ

ろでございます。 

 内水浸水想定区域図は、想定される最大

規模の降雨による浸水の危険性をお知ら

せすることで、市民の防災意識を高めて、

日ごろの備えや対策につなげていただく

ために、完成した内水浸水想定区域図はホ

ームページ上で公表を予定しております。 

 続きまして、１０番目のマンホールトイ

レの今後の計画について、お答えいたしま

す。 

 令和６年度につきましては、千里丘小学

校、味生小学校、第二中学校にマンホール

トイレの設置が完了しております。 

 また、次年度以降の予定といたしまして

は、令和７年度が第五中学校、鳥飼北小学

校、鳥飼小学校、令和８年度で三宅柳田小

学校、味舌小学校、別府小学校。令和９年

度で摂津小学校、鳥飼西小学校、鳥飼東小

学校を計画しております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 ２回目、回答ありがとう

ございました。 

 受水槽の管理は、水道以外に環境政策課

もかかわっているということで、両課でし

っかり啓発していただいて、安心・安全な

水を、市民が利用できるように、引き続き

お願いいたします。こちら要望で終わらせ

ていただきます。 

 ２番目です。周知のチラシを配布して、

同意を得てから取替えを行うということ

で、少し手間はかかりますが、こちらも市

民の安心・安全な暮らしのために、引き続

きよろしくお願いいたします。 

 ３番目の揚水能力は、洗浄作業を行って、

詰まりをなくすというところで、少しでも

揚水力アップに引き続き努めていただき

たいと思います。こちらも要望としておき

ます。 

 次に、５番目、防災の取組についてです。

今年の初頭に能登半島地震があって、吹田

市との訓練ができなかったということで
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すが、過去に訓練に参加したことで、気づ

きはあったかを３回目、お問いさせていた

だきます。 

 次に、６番目です。８６７世帯がクレジ

ット決済を利用されているということで

す。確かに導入のときにも、コストがかか

るということはあったんですけれども、市

民が納付しやすい選択肢が増えるように、

今後も引き続きサービス向上に努めてい

ただきたいと思います。こちら、要望で終

わらせていただきます。 

 次に、８番目です。汚水マンホールポン

プの件で、摂津市はどういう維持管理にな

っているかが気になって、質問をさせてい

ただきました。ガスが停滞しないように、

しっかり対応いただいているということ

で、安心いたしました。引き続き、市民が

安心して暮らせる下水道管理を要望して

おきます。 

 ９番目です。水防法の改正によって、内

水浸水想定区域が変更になったというこ

とです。完成した暁には、しっかり市民の

方々に、変更について周知していただきた

いと思います。要望としておきます。 

 最後、１０番目のマンホールトイレでご

ざいます。 

 令和９年度には、全ての小・中学校に設

置で、しっかり令和９年度まで取組を続け

ていただきたいと要望します。 

○出口こうじ委員長 名古屋課長。 

○名古屋水道施設課長 訓練に参加した

ことでの気づきにお答えいたします。 

 昨年度は藤井寺市に行きまして、今年度

は豊能町に行きました。どちらも土地感が

ないため、道路とか、非常に分かりづらく、

給水拠点に行くまでに非常に時間がかか

ったということと、そういった給水拠点、

配水池は山間部にあることが多いので、給

水車の運転技術がある程度必要になると

気づきました。従前からやっておりますが、

訓練を年間１０回程度、部内でやっており

まして、その中で給水車の運転訓練もやっ

ている状況でございます。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 回答ありがとうござい

ました。 

 本市に応援に来ていただく場合もあり

ます。他市の方が応援に来ていただいたと

きに、今回の気づきを持って、どのように

伝えたらスムーズなサポートができるか

も把握していただいて、お互いの訓練の実

績を生かしていただきたいと思います。 

 以上で、質問を終わります。 

○出口こうじ委員長 以上で、質疑を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時４分 休憩） 

（午前１１時５分 再開） 

○出口こうじ委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○出口こうじ委員長 討論なしと認め、採

決します。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○出口こうじ委員長 賛成多数。 

 よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 認定第２号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○出口こうじ委員長 全員賛成。 

 よって、本件は認定すべきものと決定い

たしました。 
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 認定第３号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○出口こうじ委員長 全員賛成。 

 よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午前１１時６分 閉会） 
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